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【抜粋】 

第２章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 

３．「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加 

（４）先端科学技術の推進

我が国の国力に直結する科学技術・イノベーション力を強化し、国際競

争を勝ち抜くため、官民が連携して大胆な投資を行い、多様で豊富な「知」

を生み出すエコシステムを活性化する。このため、社会課題解決の原動力

となるＡＩ、量子、フュージョンエネルギー、マテリアル、バイオ、半導

体、次世代情報通信基盤（Beyond ５Ｇ）、健康・医療等について、分野を

またいだ技術融合による研究開発・社会実装を一気通貫で推進する。Ｇ７

を始め同志国やＡＳＥＡＮ・インドを含むグローバル・サウスとの先端共

同研究、研究者・学生交流など戦略的な国際連携を推進する。我が国の研

究者に海外の先端研究の経験機会を提供するとともに、昨今の国際情勢の

変化も踏まえ、緊急的な措置を含めた取組により、海外研究機関からの優

れた研究者を積極的に呼び込み、国際的な頭脳循環を確立する。 

  （略） 

科学技術人材の育成を強化する。成長分野における大学学部・高専学科

の再編及び高専の新設、先端技術に対応した人材育成 113 の高度化・国際化

を始め、大学・高専・専門学校の機能を強化する。 

  113統計人材の育成を含む。 

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 

２．主要分野ごとの重要課題と取組方針 

（３）公教育の再生・研究活動の活性化

（質の高い公教育の再生） 

（略） 

  急激な少子化の進行や地域の人口・産業構造の変化を見据え、高等教育

へのアクセスを確保しつつ国公私を通じた大学の連携、再編・統合による

機能強化や縮小・撤退による規模の適正化を進めるとともに、教育の質の

高度化を進める。高等教育費の負担軽減に向け、拡充された修学支援新制

度や授業料後払い制度を着実に実施するとともに、民間資金を活用した支

援の拡充など、必要な検討を進める。日本人海外留学者年間50万人・外国

人留学生受入れ年間 40 万人目標 256 の実現に向け、官民一体での支援策の

戦略的活用に取り組む。 

256目標の実現に当たっては、外国人留学生の出身国・地域の多様性に留意する。 
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